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知 識 情 報  

◆５０年住宅ローンが登場 

５０年間固定金利。長期優良住宅が対象。 

民間が融資し証券化して住宅金融支援機構が買い取る。 

掛け目は６０％、フラット３５との併用も可なので掛け目は上がる。 

金利は３５年より０．６％～１％高い。 

ローン債務は第３者に引き継げる。（ただし１回） 

◆農地法改正 

５月、衆議院を通過。年内にも施行予定。農地の賃借を原則自由化する（従来、借り

ることができたのは市町村が指定する農地に限られた）。企業が農地を借りる場合は、

役員の１人は常時農業に従事すること等の制限もあるが。企業が行う農産物の自社生

産はまだ５％以下であり、今後増加する可能性は高い。 

◆住宅販売にもっと歴史と地域の魅力を売ろう 

住宅そのものの性能や使い勝手の説明は多いが環境やインフラ、地域の魅力、歴史を

売り込む営業マンは少ない。住宅自身は入居者がいくらでも変えられるが、環境は変

えられない。好きになるということのその源泉は『詳しくなる』ことである。地域を

詳しく説明すれば愛着を覚え好きになれる。営業マンはもっと地域の勉強を、供給者

はもっと地域情報の提供を行おう。 

◆札幌郊外の分譲地が坪７万円 

土地区画整理事業（札幌市北区）の土地分譲が当初の坪１５万では販売不振だったが、

その後坪７万にしたところほぼ即日完売。これだと６０坪でも４２０万。これくらい

が日本の地方（しかし県庁所在地）の標準的１戸建ての土地価格かも知れない。欧米

に比べ日本の土地は高すぎる。これで建築費が下がれば日本の住宅事情も良くなるだ

ろう。 

◆シンガポールの魅力 

世界金融不況の中でもシンガポールは日本に対して投資意欲は旺盛である。同国の魅

力について探ってみた。同国は日本との時差は１時間しかなく親しみやすい。地理的

には赤道直下である。気温は年間最低２３度～最高３１度と安定している。６３の島

からなる東京２３区位の広さ。合理的な国で交通でも都心への乗り入れ規制やバス路

線優先等規制を設けている。最高の山でも１６３ｍと低い。人口密度は世界２位。 

（１位はモナコ）弱点は水の確保。隣国のマレーシアとはもともと同じ国であったが

関係は良くない。イギリスの植民地であった。１人あたり所得が日本より高く、多く 

 

の家庭ではメイドを雇っている。土地が狭いため高層建築が多い。高さは２８０ｍま

で許されている。車は左側通行なので違和感はない。タクシーは安く安全性には定評

がある。言語は英語、マレー語、中国語、タミル語が公用語。英語は現地語と混じっ

た“シングリッシュ”と呼ばれてなまりがある。シンガポールの意味はサンスクリッ

ト語で「ライオンの町」である。 

◆日本は相当貧乏国か 

貧困のデータには絶対的貧困率と相対的貧困率がある。絶対的貧困率は国民の中で最

低水準以下の人の割合を言うが最低水準の定義が難しい。 

相対的貧困率は国民の経済格差を表す指標。今日本は格差社会といわれ始めている。

この数値は国民の年収の中央値の５０％以下の国民の割合。つまり相対的貧困率が高

いということは平均的な国民の半分以下の収入しかない層が多いということで貧乏

が多いといえる。ＯＥＣＤ調査では２０００年の日本の相対的貧困率は１５．３％で

先進国で５番目に高かった。この数値が０５年になると２番目に高くなったとのこと。

調査方法は完璧でなく制度も異なるので完全とは言えないが格差は広がっているこ

とは確かである。北欧の国は総じて１０％以下で相対的貧困率が低い。日本の一億総

中流意識は確実に崩壊しつつあるのではないか。 

◆追い出し屋に賠償命令→鍵交換は不法行為（大阪簡裁） 

家賃滞納を理由に無断で部屋の鍵を交換して閉め出す「追い出し屋」の被害に遭った

として、大阪市の派遣社員の男性が家主の不動産会社に１４０万円の損害賠償を求め

た訴訟の判決が５月２２日、大阪簡裁においてなされた。判決では、鍵の交換を不法

行為と認定し、約６５万円の支払を命令している。敷金・礼金なしの「ゼロゼロ物件」

等の賃貸住宅の家主や家賃保証会社が、鍵を交換したり荷物を撤去したりして借主に

退去を迫る例が多発しているが、鍵交換に賠償責任を認めた司法判断は初めてである。 

◆舞鶴のホテルが耐震偽装を見過ごしたとして損害賠償を求め京都府を提訴 

京都府が偽装を見抜けなかったため、ホテルの営業休止と改修工事で損害を受けたと

して、舞鶴市の「プラザホテル舞鶴」を経営する京都市西京区の不動産賃貸会社が、

京都府に対し、約１億１，３００万円の損害賠償を求める訴えを京都地裁に起こした。

耐震計算偽装に係る損害賠償訴訟は、①２１年２月に愛知県の過失を認めた名古屋地

裁判決、②同４月にホテル休業の原告が敗訴し県への請求が棄却された前橋地裁判決

と判断が大きく分かれる結果となっている。果たして、京都府の損害賠償責任はどう

なるのか、判決の行方が注目される。 

ＴＲＡからのお知らせ 

◆東京都都市整備局、新都市建設公社、東京都財務局からの媒介依頼物件情報 

TRA ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載しております。 http://www.tokyo-fudousan.or.jp 

 


